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[bookmark: _Toc125474393][bookmark: _Toc147850365]趣旨
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和三年法律第四十号　以下「標準化法」という。）」が令和3年9月1日に施行され、地方公共団体が利用する基幹業務システムについて、国の提示する標準仕様書に基づき各事業者がガバメントクラウド（政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供するクラウドサービスの利用環境）等の環境に構築する「標準準拠システム」へ移行することが規定された。
令和4年10月には「地方公共団体情報システム標準化基本方針」（以下「標準化基本方針」という。）が閣議決定され、当該基幹業務システムの統一・標準化の取組については、令和5年（2023 年）4月から令和8年（2026 年）3月までを「移行支援期間」と位置付け、令和7年度 （2025 年度）までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すことが明確化されたところである。
また、令和6年12月改定版の標準化基本方針では、移行の難易度が極めて高いシステムや事業者のリソースひっ迫などの事情を踏まえ、令和8年度（2026年度）以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについては、「特定移行支援システム」として、国が積極的に支援し、概ね5年以内（令和12年度まで）に標準準拠システムへ移行する旨が示された。
上記を踏まえ、本区では標準準拠システム移行対象18業務を段階的に標準化することとし、移行リスク、職員負荷及び区民サービスへの影響を最小限に留めつつ、安定的な標準準拠システム移行を目指すこととする。
以下、生活保護業務以外の標準化対象業務に係る標準準拠システム稼働（予定）時期を示す。

1. 第1期業務（6業務）※令和７年1月より稼働中
「住民基本台帳」、「印鑑登録」、「個人住民税」、「軽自動車税」、「就学」及び「介護保険」

2. 第2期業務（4業務）※令和７年度中に稼働予定
「戸籍」、「戸籍の附票」、「選挙人名簿管理」及び「国民年金」

3. 特定移行支援業務
i.  第3期業務（3業務）※令和８年度中に稼働予定
「健康管理」、「障害者福祉」及び「後期高齢者医療」

ii.  移行時期未定業務（5業務）
「国民健康保険」、「子ども・子育て支援」、「児童手当」、「児童扶養手当」及び
「レセプト管理」

以上を踏まえ、生活保護業務の標準化に向け、生活保護標準準拠システム移行業務及び当該システムの運用・保守業務を委託するため、その委託先をプロポーザル方式により選定する。

[bookmark: _Toc125474394][bookmark: _Toc147850366]業務の名称
生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託

[bookmark: _Toc125474395][bookmark: _Toc147850367][bookmark: _Toc35014664]業務の概要
本件業務は、現行システムからガバメントクラウドに構築された生活保護標準準拠システムへの移行及びそれに伴うプロジェクト管理並びに運用・保守等を委託するものである。
詳細は、別紙1_提案要求仕様書に記載のとおりである。

[bookmark: _Toc125474396][bookmark: _Toc147850368][bookmark: _Toc442098858][bookmark: _Toc442102233][bookmark: _Toc442102452][bookmark: _Toc442102671][bookmark: _Toc442102892][bookmark: _Toc442355886][bookmark: _Toc442356105][bookmark: _Toc442356324][bookmark: _Toc442091147][bookmark: _Toc442098862][bookmark: _Toc442102237][bookmark: _Toc442102456][bookmark: _Toc442102675][bookmark: _Toc442102896][bookmark: _Toc442355890][bookmark: _Toc442356109][bookmark: _Toc442356328][bookmark: _Toc442091148][bookmark: _Toc442098863][bookmark: _Toc442102238][bookmark: _Toc442102457][bookmark: _Toc442102676][bookmark: _Toc442102897][bookmark: _Toc442355891][bookmark: _Toc442356110][bookmark: _Toc442356329][bookmark: _Toc442091149][bookmark: _Toc442098864][bookmark: _Toc442102239][bookmark: _Toc442102458][bookmark: _Toc442102677][bookmark: _Toc442102898][bookmark: _Toc442355892][bookmark: _Toc442356111][bookmark: _Toc442356330][bookmark: _Toc441241208][bookmark: _Toc441241475][bookmark: _Toc441241740][bookmark: _Toc442091150][bookmark: _Toc442098865][bookmark: _Toc442102240][bookmark: _Toc442102459][bookmark: _Toc442102678][bookmark: _Toc442102899][bookmark: _Toc442355893][bookmark: _Toc442356112][bookmark: _Toc442356331][bookmark: _Toc442091151][bookmark: _Toc442098866][bookmark: _Toc442102241][bookmark: _Toc442102460][bookmark: _Toc442102679][bookmark: _Toc442102900][bookmark: _Toc442355894][bookmark: _Toc442356113][bookmark: _Toc442356332][bookmark: _Toc442091152][bookmark: _Toc442098867][bookmark: _Toc442102242][bookmark: _Toc442102461][bookmark: _Toc442102680][bookmark: _Toc442102901][bookmark: _Toc442355895][bookmark: _Toc442356114][bookmark: _Toc442356333][bookmark: _Toc442091153][bookmark: _Toc442098868][bookmark: _Toc442102243][bookmark: _Toc442102462][bookmark: _Toc442102681][bookmark: _Toc442102902][bookmark: _Toc442355896][bookmark: _Toc442356115][bookmark: _Toc442356334][bookmark: _Toc442091154][bookmark: _Toc442098869][bookmark: _Toc442102244][bookmark: _Toc442102463][bookmark: _Toc442102682][bookmark: _Toc442102903][bookmark: _Toc442355897][bookmark: _Toc442356116][bookmark: _Toc442356335][bookmark: _Toc442091155][bookmark: _Toc442098870][bookmark: _Toc442102245][bookmark: _Toc442102464][bookmark: _Toc442102683][bookmark: _Toc442102904][bookmark: _Toc442355898][bookmark: _Toc442356117][bookmark: _Toc442356336][bookmark: _Toc441241211][bookmark: _Toc441241478][bookmark: _Toc441241743][bookmark: _Toc441241212][bookmark: _Toc441241479][bookmark: _Toc441241744][bookmark: _Toc441241213][bookmark: _Toc441241480][bookmark: _Toc441241745][bookmark: _Toc441241214][bookmark: _Toc441241481][bookmark: _Toc441241746][bookmark: _Toc441241215][bookmark: _Toc441241482][bookmark: _Toc441241747][bookmark: _Toc441241216][bookmark: _Toc441241483][bookmark: _Toc441241748][bookmark: _Toc441241217][bookmark: _Toc441241484][bookmark: _Toc441241749][bookmark: _Toc441241218][bookmark: _Toc441241485][bookmark: _Toc441241750][bookmark: _Toc513052536][bookmark: _Toc513054244][bookmark: _Toc513452784]履行期間
1. [bookmark: _Toc147850369]移行業務
始期：契約締結の日（令和8年（2026年）4月上旬頃）
終期：標準準拠システム稼働（令和9年（2027年）9月～令和10年（2028年）1月の間）

1. [bookmark: _Toc147850370]運用・保守業務
始期：標準準拠システム稼働（令和9年（2027年）9月～令和10年（2028年）1月の間）
終期：始期から６０か月を経過する日（令和14年（2032年）8月31日～令和14年（2032年）12月31日の間）まで（予定）

※上記履行期間は、事業者選定後、別途区との協議により決定する。
※各年度において予算配当を条件とする。
※運用・保守業務の契約は長期継続契約を想定するが、別途区との協議により決定する。
※運用・保守業務の契約に係る区の歳出予算の削減があった場合又は履行状況が不良であった場合は、当該契約を変更又は解除することができるものとする。



[bookmark: _Toc125474397][bookmark: _Toc147850371]参加資格要件
本調達への参加条件は、提案書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこととする。
[bookmark: _Hlk131720576]なお、共同提案による参加（コンソーシアム）の場合は、No.1は代表企業となる事業者が条件を満たすことで足りるものとし、No.2からN0.10については全ての構成員が満たすこととする。

	No.
	参加条件

	1
	人口20万人以上の自治体において、基幹系システムの導入及び運用・保守の契約実績を有する事業者であること。

	2
	ISO／IEC27001またはJIS Q 27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度」認証を受けていること。

	3
	ISO9001及びCMMIレベル3以上の認証のいずれかの取得または同等の品質マネジメントシステムを確立していること。

	4
	地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む）の規定に該当しないこと。

	5
	世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。

	6
	会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。

	7
	都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。

	8
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。

	[bookmark: _Hlk131720604]9
	世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

	10
	「生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
※委員長　：世田谷総合支所保健福祉センター所長生活支援課長事務取扱　工藤　木綿子
 副委員長：砧総合支所保健福祉センター所長生活支援課長事務取扱　泉　哲郎
 委　員　：ＤＸ推進担当部副参事（ＤＸ担当）會田　孝一
上記の委員は公告時点のものである。人事異動により新たに着任した委員が事業者に所属することになった等、本要件を満たさなくなったときは、その時点で参加資格を失うものとする。なお、委員の変更があったときは、区が参加表明書を受領した者に通知する。ただし、区による参加資格の確認や提案書の選定の結果、本委託契約の相手方として特定する予定のない事業者は除く。



※なお、No.1、2、3及び7については満たしていることを示す資料を添付すること。ただし、No.1については他自治体との契約上添付が困難な場合は、提示等確認方法を本件担当と協議の上、提出すること。

[bookmark: _Toc147850372]区提供資料一覧
提案を要求するに当たり、区より提供する資料は以下のとおりとする。
	
No.
	資料名
	説明
	備考

	1
	令和７年度
生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書
	本書
	

	2
	別紙１
「令和７年度生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託提案要求仕様書」
	提案事項及び当該提案に必要な前提事項を規定した資料
	

	3
	別紙２
「提案要求仕様書補足資料」
	別紙1「令和７年度生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託提案要求仕様書」を補足する資料
	参加表明があった事業者に限り提供予定※1

	4
	別紙３
「機能要件一覧」
	標準準拠システムに求める機能要件及び標準オプション機能の実装要否について整理した資料
	参加表明があった事業者に限り提供予定※1

	5
	別紙４
「非機能要件一覧」
	標準準拠システムの非機能要件について、区の運用に応じた要求レベルを整理した資料
	参加表明があった事業者に限り提供予定※1

	6
	別紙５
「システム連携一覧」
	現行の基幹システムに関連した現行の連携情報を整理した資料
	参加表明があった事業者に限り提供予定※1

	7
	別紙６
「個別要求事項」
	特定の機能要件に紐づかない要求事項を整理した資料
	参加表明があった事業者に限り提供予定※1

	8
	[bookmark: _Hlk215003585]別紙７「労働報酬下限額」適用のお知らせ
（一定額以上の契約の場合）」
	世田谷区と一定額以上の契約を締結する場合の「労働報酬下限額」を記載した資料
	

	9
	様式１
「提案書」
	項番10提案書（１)提案書に記載する項目（No.3「機能要件」6.及び7.並びにNo.4「非機能要件」9.を除く）に関する提案内容を記載する様式
	

	10
	様式２
「機能要件一覧に係る提案書」
	別紙3「機能要件一覧」を基に、区要求事項の実現可否、実現方法等を記載する様式
	別紙3「機能要件一覧」を様式2として使用

	11
	様式３
「非機能要件一覧に係る提案書」
	別紙4「非機能要件一覧」を基に、区要求レベルの実現可否等を記載する様式
	別紙4「非機能要件一覧」を様式3として使用

	12
	様式４
「見積書」
	標準準拠システム移行に要する費用及び標準準拠システム利用（5年間）に要する運用・保守費用（ライセンス・パッケージ利用料含む）について記載する様式
	

	13
	様式５		
「参加表明書」
	本委託に係る提案要求に参加表明する際に記載いただく様式
	

	
	様式５-２	
「参加表明書」
(共同提案による参加(コンソーシアム)用)
	本委託に係る提案要求に参加表明する際に記載いただく様式
	共同提案による参加(コンソーシアム)の場合のみ提出※2


	
	様式５-２添付資料（任意様式）
「協定書」
	本件共同提案事業者の構成、代表構成員、事業者間における役割及び責任分解等を記載いただく様式

	共同提案による参加(コンソーシアム)の場合のみ提出※2


	14
	様式６		
「提案辞退届」
	本委託に係る提案要求の参加表明後、何らかの事情により辞退する場合に記載いただく様式
	

	15
	様式７
「質問書」
	項番13質問「(2)説明書・提案要求仕様書等」の内容に関する質問がある場合に記入いただく様式
	


[bookmark: _Hlk131721174]※1　参加表明者において、項番５参加資格要件を確認後、提案招請通知と併せて提供予定。
※2　コンソーシアムの場合は、区と代表事業者の間で契約を締結することを基本とする。



[bookmark: _Toc125474398][bookmark: _Toc147850373][bookmark: _Hlk131720470]提案限度額
163,330,200円
1. 総額
移行業務及び運用・保守業務の契約金額全体の上限
· 163,330,200円（税込）
2. 年額
上記1. 総額について、提案において年度ごとの支払いとする場合には、以下の上限の範囲内とする。
1 移行業務
· 令和８年度履行分　49,280,000円（税込）
· 令和９年度履行分　12,410,200円（税込）
2 保守・運用業務
· ５年（60か月）分　101,640,000円（税込）
（内、年額[12か月分]：20,328,000円（税込））

※この金額は将来の契約時の予定価格ではないことを留意すること。
※システムの稼動に伴う機器等の調達は含まない。

[bookmark: _Toc125474399][bookmark: _Toc147850374]参加表明書の提出期間・方法
[bookmark: _Toc125474400][bookmark: _Toc147850375]提出期限
令和７年12月25日（木）午後５時（必着）

[bookmark: _Toc125474401][bookmark: _Toc147850376]添付資料
本説明書の内容を確認し、提案書の提出の意思がある場合は、上記期限までに「参加表明書」（様式5）を提出すること。

[bookmark: _Toc125474402][bookmark: _Toc147850377]方法
以下に持参又は郵送により提出すること。 
世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課
〒154-8504　世田谷区世田谷4丁目22番33号 
電話 03-6413-9487 　FAX 03-6413-9769

[bookmark: _Toc125474403][bookmark: _Toc147850378]辞退
参加表明後に、何らかの事情により辞退する場合は、理由を付して「提案辞退届」（様式6）を、上記の部署に持参又は郵送により提出すること。

[bookmark: _Toc125474404][bookmark: _Toc147850379]参加資格確認及び招請通知発送
参加表明者の資格を確認後、各参加表明者宛に提案招請通知を発送する。（12月26日（金）送付予定）

[bookmark: _Toc125474405][bookmark: _Toc147850380][bookmark: _Toc125474406][bookmark: _Toc125474407]提案書の提出
[bookmark: _Toc147850381]提出部数
提案書 正本データ及び副本データ
見積書（明細資料を含む） 正本データ及び副本データ

[bookmark: _Toc147850382]提出先
世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課
〒154-8504　世田谷区世田谷4丁目22番33号 
電話 03-6413-9487 　FAX 03-6413-9769

[bookmark: _Toc442091249][bookmark: _Toc442099013][bookmark: _Toc442102392][bookmark: _Toc442102611][bookmark: _Toc442102830][bookmark: _Toc442103051][bookmark: _Toc442356050][bookmark: _Toc442356269][bookmark: _Toc442356488][bookmark: _Toc125474408][bookmark: _Toc147850383]提出方法
電子メールによる。
※提案書の提出を行う際には、招請通知に記載されたメールアドレスに送付すること。
メールの件名冒頭に本委託業務名を明記の上、メール送付後、上記（２）「提出先」に記載
の電話番号へ連絡すること。 

[bookmark: _Toc441162336][bookmark: _Toc441219490][bookmark: _Toc441219735][bookmark: _Toc441234342][bookmark: _Toc441241432][bookmark: _Toc441241699][bookmark: _Toc441241964][bookmark: _Toc441162337][bookmark: _Toc441219491][bookmark: _Toc441219736][bookmark: _Toc441234343][bookmark: _Toc441241433][bookmark: _Toc441241700][bookmark: _Toc441241965][bookmark: _Toc441162338][bookmark: _Toc441219492][bookmark: _Toc441219737][bookmark: _Toc441234344][bookmark: _Toc441241434][bookmark: _Toc441241701][bookmark: _Toc441241966][bookmark: _Toc441162339][bookmark: _Toc441219493][bookmark: _Toc441219738][bookmark: _Toc441234345][bookmark: _Toc441241435][bookmark: _Toc441241702][bookmark: _Toc441241967][bookmark: _Toc441162340][bookmark: _Toc441219494][bookmark: _Toc441219739][bookmark: _Toc441234346][bookmark: _Toc441241436][bookmark: _Toc441241703][bookmark: _Toc441241968][bookmark: _Toc125474409][bookmark: _Toc147850384]提出期限
令和8年1月30日（金）午後５時（必着）

[bookmark: _Toc125474410][bookmark: _Toc147850385]提案書
[bookmark: _Toc513052576][bookmark: _Toc513054284][bookmark: _Toc513452824][bookmark: _Toc125474411][bookmark: _Toc147850386]提案書に記載する項目
区の特性（人口規模等）を踏まえ、以下の内容を記載すること。
	No.
	項目
	記載内容

	1
	実施方針
	1. 標準化の取組みの背景や課題に対する理解を示したうえで、本業務における実施方針を記載する。
2. 標準化対応における本業務に係るリスクや課題とその対応案を記載する。
3. 標準化対応における本業務において他事業者や区と調整が必要と想定される事項について、相手方別の調整内容とその際の留意事項を記載する。

	2
	提案するシステムの概要
	4. 提案するシステムの概要、コンセプト、全体構成を記載する。
※標準化の取組みにおいて、開発事業者（ベンダ）の競争領域とされている項目や、標準仕様書の解釈においてコンセプトとなる事柄などを含む、自社の標準準拠システムソリューションの概要を記載すること。
※追加設置する機器が必要な場合など何らかの付帯条件があれば必ず記載すること。

	3
	機能要件
	5. 機能要件に対する基本方針（オプション機能の実装方針（実装未定の場合の対応方針を含む）、GAPへの対応、標準外部分への対応方針・具体的な手法）と、要件定義等の工程の具体的な進め方・工夫（標準・標準外の確認や標準外部分に対する対応方針検討方法等）について記載する。
6. 別紙3「機能要件一覧」に記載の各標準オプション機能に対する実装可否等を記載する。また、別紙6「個別要求事項」に適応しない部分について対処方法や代替機能を記載する。
7. ユーザインターフェース（画面・操作性）について記載する。

	
	
	8. 

	
	
	9. 

	4
	非機能要件
	10. 非機能要件に対する基本方針（レベル引き上げへの対応、セキュリティ対策に対する考え方）を記載する。
11. 別紙4「非機能要件一覧」に記載の各世田谷区要求レベルに対する対応可否等を記載する。また、適応しない部分について対処方法や代替機能を記載する。

	5
	実施体制及びプロジェクト管理
	12. 作業実施体制図及び開発に関わる要員の経験や保有資格を記載する
※区や他自治体での業務実績についても記載すること。
13. 本業務のプロジェクト管理の実施内容を記載する。
14. 本稼動開始までの工程及びスケジュールを記載すること。
また、当該スケジュールにおいて、令和9年9月から令和10年1月の期間の範囲で、標準準拠システム稼働日及び本番切替期間を明記すること。
※稼働日及び本番切替期間においては、業務繁忙期間を考慮したうえで、安定的な稼働が可能なバッファーも含めた切替期間・稼働タイミングの提案を行うこと。
※なお、標準での対応、標準外での対応それぞれについて、記載すること。
15. 区とシステムベンダーの役割・責任について記載する。
16. 進捗管理・課題管理・成果物の品質管理の方法等について記載する。

	6
	情報システムの移行
	17. システム・業務移行に係る想定作業とスケジュールを記載する。
18. 移行にあたり想定されるリスクとそれに対する対応策を記載する。
19. より安全に移行を進めるための工夫を記載する。特に同時移行が想定されるシステム（例：レセプト管理システム）について、同時移行に係る懸念への対策を記載すること。
20. 現行システム事業者・他標準準拠システム移行事業者・区との役割分担を記載する。
21. 移行にあたり区職員の負荷軽減策について記載する。
22. 移行できないデータ（基本データリスト外のデータ項目）が存在した場合の対応方針を記載する。

	7
	操作研修
	23. 操作研修に係る想定作業とスケジュール（全体スケジュールと想定開始可能時期）を記載する。
24. 操作研修に係る事業者と区の役割分担及び事業者のサポート体制を記載する。
25. 操作研修に係る具体的な支援内容（区職員に対するシステム操作研修、操作マニュアル整備）について記載する。

	8
	運用・保守
	26. 標準準拠システムの運用・保守に係る基本方針・考え方を記載する。
27. 運用保守における具体的なサービスについて記載する（サポート体制、問合せ対応、システム障害対応、データバックアップ 等）。
28. 標準化の方針を踏まえ、制度改正等に対するパッケージの機能強化について記載する（制度改正・標準仕様改訂への対応方針と費用に掛かる考え方について記載）。

	9
	追加提案
	29. 区の要求以外に、区にとって有効な提案があれば記載する（標準準拠システムを活用した業務効率化の方法、RPA/AI活用等によるさらなる業務効率化、標準化対応後の拡張性・活用、ガバメントクラウドよりも性能面・経済面で総合的に優れている環境 等）。
※追加提案については、提案金額の中に含まれない場合はその旨明記の上、提示可能な場合は追加費用についても記載すること。



[bookmark: _Toc125474412][bookmark: _Toc147850387]提案書様式
3. 正本
1. 項番10提案書（１)提案書に記載する項目（No.3「機能要件」6.及びNo.4「非機能要件」8.を除く）の様式は様式1を使用すること。
1. No.3「機能要件」6.については、別紙3「機能要件一覧」を様式2として使用し、項目ごとに対応可否等を記載すること。適応しない部分について対処方法や代替機能を記載すること。
1. No.3「機能要件」7.については、以下に例示するシナリオに類する操作を示すこと。なお、様式は任意とするが、より具体的な業務イメージが想起されるよう工夫することが望ましい。（画面操作・遷移を撮影した動画の提示等を想定）
＜希望シナリオ＞
面接相談に必要な一連の画面操作方法
生活保護開始決定に必要な一連の画面操作方法
生活保護費振込データの作成に係る一連の画面操作方法
ケース記録の作成及び決裁に係る一連の画面操作方法
医療券の発券（連名簿の一括出力及びオンライン資格確認用データ作成を含む）に係る一連の画面操作方法
EUCデータ抽出に係る一連の操作方法
1. No.4「非機能要件」9.については、別紙4「非機能要件一覧」を様式3として使用し、項目ごとに対応可否等を記載すること。適応しない部分について対処方法や代替機能を記載すること。
1. 様式1には適宜ページを追加してもよい。
1. 様式の各ページ左上のタイトルは変更しないこと。
1. 様式1は、50ページ以内（表紙・中扉含む。カラー可）で作成すること。なお、ページ数による評価は行わない。
1. 様式1は、表紙に以下の事項を記載すること。
A）宛名
世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課
B）タイトル
世田谷区生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託提案書
C）提出年月
令和8年X月（Xには提出月を記載）
D）事業者名
提案事業者名
[bookmark: _Hlk125468906]
副本
上記正本から、事業者名又は事業者名が推察できる表現を除いたもの。 

[bookmark: _Toc147850388]見積書
[bookmark: _Toc125474413][bookmark: _Toc147850389]費用
項番７提案限度額を超えないこと。

[bookmark: _Toc436403938][bookmark: _Toc436403997][bookmark: _Toc436404059][bookmark: _Toc436404114][bookmark: _Toc436404240][bookmark: _Toc436404295][bookmark: _Toc436404350][bookmark: _Toc441162349][bookmark: _Toc441219503][bookmark: _Toc441219748][bookmark: _Toc441234355][bookmark: _Toc441241445][bookmark: _Toc441241712][bookmark: _Toc441241977][bookmark: _Toc436403939][bookmark: _Toc436403998][bookmark: _Toc436404060][bookmark: _Toc436404115][bookmark: _Toc436404241][bookmark: _Toc436404296][bookmark: _Toc436404351][bookmark: _Toc441162350][bookmark: _Toc441219504][bookmark: _Toc441219749][bookmark: _Toc441234356][bookmark: _Toc441241446][bookmark: _Toc441241713][bookmark: _Toc441241978][bookmark: _Toc436403940][bookmark: _Toc436403999][bookmark: _Toc436404061][bookmark: _Toc436404116][bookmark: _Toc436404242][bookmark: _Toc436404297][bookmark: _Toc436404352][bookmark: _Toc441162351][bookmark: _Toc441219505][bookmark: _Toc441219750][bookmark: _Toc441234357][bookmark: _Toc441241447][bookmark: _Toc441241714][bookmark: _Toc441241979][bookmark: _Toc436403941][bookmark: _Toc436404000][bookmark: _Toc436404062][bookmark: _Toc436404117][bookmark: _Toc436404243][bookmark: _Toc436404298][bookmark: _Toc436404353][bookmark: _Toc441162352][bookmark: _Toc441219506][bookmark: _Toc441219751][bookmark: _Toc441234358][bookmark: _Toc441241448][bookmark: _Toc441241715][bookmark: _Toc441241980][bookmark: _Toc441234359][bookmark: _Toc441241449][bookmark: _Toc441241716][bookmark: _Toc441241981][bookmark: _Toc125474414][bookmark: _Toc147850390]見積書様式
1. 「見積書」（様式4）により、工程ごとの内訳が分かるよう作成すること。
2. デジタル基盤改革支援補助金の申請にあたり、各工程の事業費に係る明細資料（作業内容、職種、工程、工数、単価等が明示されている資料）を見積書と併せて添付すること。なお、当該明細資料の様式は問わないものとする。
3. 費用については、標準準拠システム移行に要する費用（イニシャル費用）、標準準拠システム利用（5年間）に要するライセンス・パッケージ利用料及び運用・保守費用（ランニング費用）について記載すること。
4. 標準化に伴うコスト最適化の観点から、上記費用を抑える上で考えられる対策や条件があれば、併せて記載すること。
特に、今後、外部への業務委託の増加等に伴うシステム利用範囲・数の拡大が見込まれるため、これを踏まえたシステムの利用方針（権限設定等）について記載すること。
5. 以下の事項を必ず記載すること。
A）宛名
世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課
B）タイトル
世田谷区生活保護標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託見積書
C）提出年月
令和8年X月（Xには提出月を記載）

[bookmark: _Toc125474415][bookmark: _Toc147850391]提案にあたっての参考資料
[bookmark: _Toc442099026][bookmark: _Toc442102405][bookmark: _Toc442102624][bookmark: _Toc442099027][bookmark: _Toc442102406][bookmark: _Toc442102625][bookmark: _Toc442102844][bookmark: _Toc442102845][bookmark: _Toc125474416][bookmark: _Toc147850392]情報セキュリティ基本方針
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/001/005/001/d00185018.html

[bookmark: _Toc125474417][bookmark: _Toc147850393]質問
[bookmark: _Toc125474418][bookmark: _Toc147850394]公募に関する質問
質問方法
電話又はFAXで送付すること。
質問宛先
[bookmark: _Hlk191636680]世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課
〒154-8504　世田谷区世田谷4丁目22番33号 
電話03-6413-9487 　FAX03-6413-9769
受付期間
令和７年12月11日（木）から12月25日（木）午後５時まで
回答方法
電話又はFAXにてその都度、質問のあった事業者へ回答する。

[bookmark: _Toc125474419][bookmark: _Toc147850395]説明書・提案要求仕様書等の内容に関する質問
質問方法
質問書（様式7）に記入の上、電子メールで送付すること。なお、参加表明書を提出して提案書の提出の招請を受けた事業者からのみ受け付ける。
質問宛先
世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課宛
電子メールのアドレス：提案書の提出を招請する事業者（辞退者は除く）へ別途通知
受付期間
令和8年1月5日（月）から1月14日（水）午後５時まで
回答方法
質問及び回答は質問者名を伏せて 1月21日（水）を目処に、提案書の提出を招請した全ての事業者宛てに電子メールで回答する。

[bookmark: _Toc125474420][bookmark: _Toc147850396]注意事項
FAX 及び電子メールを送信した場合は、必ず電話にて到達の確認を行うこと。

[bookmark: _Toc125474421][bookmark: _Toc147850397]提案書を選定するための評価基準
[bookmark: _Toc147850398]提案書（様式1）
1 実施方針の妥当性
2 提案するシステムの概要・コンセプト等の的確性・優位性
3 機能要件に対する基本方針の優位性、工程の明確性・妥当性、要件の充足度等
4 非機能要件の充足度
5 実施体制及びプロジェクト管理の妥当性
6 情報システムの移行のスケジュール、想定リスクと対応策の有効性、区との役割分担の妥当性、移行困難データへの対応策の的確性
7 操作研修実施に関する想定スケジュール・体制の妥当性、具体的な支援内容の有効性
8 運用・保守に係る基本方針・考え方の妥当性と具体的なサービスの有効性、制度改正対応に関する対応方針の有効性
9 追加提案の的確性・有効性
10 見積金額の妥当性

[bookmark: _Toc147850399]機能要件（様式2）
機能要件に対する適合及び標準オプション機能の提供可否

[bookmark: _Toc147850400]非機能要件（様式3）
非機能要件に対する適合

[bookmark: _Toc147850401]見積書（様式4）
見積金額の妥当性、提案限度額との整合性

[bookmark: _Toc125474422][bookmark: _Toc147850402]審査について提案書を選定するための評価基準
1. 事業者名を伏せて匿名化し、区で設置する審査委員会において審査を行い、契約交渉相手方を選定する。 
2. 審査を行う上で、疑問点や確認事項が生じた場合には、区担当者より事業者宛てに個別に照会する可能性がある。 
3. 委員会における合議により、提案書評価及び価格評価の結果等を総合的に審査し、最も優れた者を契約交渉相手方として選定する。 
4. 審査結果は郵送にて令和8年2月頃に通知する。 
5. 審査段階で合否にかかわる問合せには一切応じない。 
6. 必要に応じて追加資料の提出及びヒアリング等を実施する。ヒアリングを実施する場合は招請通知に記載する。ヒアリングは原則として対面とするが、必要に応じてオンラインでの開催も検討する。

[bookmark: _Toc125474423][bookmark: _Toc147850403]その他
1. 提案書作成により生じる費用は、すべて事業者が負担する。
2. 事業者から区への提出物は返却しない。
3. 提案書作成にあたり、区関係部署と交渉することを禁止する。
4. 本説明書及び別紙1_提案要求仕様書を区の承認なしに他に流用することを禁止する。また、本説明書及び別紙1_提案要求仕様書を複製することを禁止するとともに、提案の有無に関わらず、区に返却または破棄のうえ、その旨を参加表明書（様式５）の「代表者及び担当者の氏名」により書面で報告すること。返却又は破棄の報告時期は、提案しない場合は速やかに、また、提案する場合は、審査結果受領後2週間以内とする。
5. 提出書類に虚偽の記載をした場合、又は提案書の内容に重大な誤りがあった場合には、選定を取り消す場合がある。
6. 本案件は、令和８年度契約の準備行為であり、選定された場合でも、予算措置その他の事情により事業を実施できない場合がある。
7. 別紙1_提案要求仕様書は、確定した仕様ではないため、契約時に変更する場合がある。契約予定先となった事業者と、最終的な仕様、権利帰属、見積金額及び作業スケジュール等の確認、調整を行った上で正式に契約を行う。
8. 契約予定先となった事業者には、デジタル基盤改革支援補助金申請にあたり資料提供等に協力すること。
9. 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る
10. 契約保証金
免除
11. 契約書作成の要否
要
12. 当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無
13. 関連情報を入手するための照会窓口
項番17に同じ
14. 透明性・公平性の確保
透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由（審査経過等）については、世田谷区情報公開条例（平成１３年３月１３日、世田谷区条例第６号）の規定に基づき第三者に開示する場合がある。
15. 失格事由
以下条件に該当する場合は、失格とする。
1 招請通知後、選定事業者の特定までに次に掲げる事由のいずれかに該当した場合
(1) 世田谷区指名停止基準に基づき指名停止措置を受けた場合
(2) 世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加除外措置を受けた場合
(3) 参加資格がないことが判明した場合
(4) 参加表明書その他の種類において虚偽の記載がみとめられた場合
2 選定に関して自己を有利とする又は他の参加者を不利とするため、審査委員会委員又は区職員等の関係者に対して面談、連絡等の不当な働きかけを行った場合
3 その他選定に関して不正な行為又は公序良俗に反する行為をした場合
16. 労働報酬下限額
区との契約では単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。詳細は「別紙７「「労働報酬下限額」適用のお知らせ
（一定額以上の契約の場合）」」を確認すること。


[bookmark: _Toc125474424][bookmark: _Toc147850404]本件担当
世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課
〒154-8504　世田谷区世田谷4丁目22番33号 
電話 03-6413-9487 　FAX 03-6413-9769
担当者：管野・木村・笹本

以　上
- 16 -
